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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

 

回次
第62期

第１四半期
連結累計期間

第63期
第１四半期累計期間

第62期

会計期間
自 2020年２月１日
至 2020年４月30日

自 2021年２月１日
至 2021年４月30日

自 2020年２月１日
至 2021年１月31日

売上高 (千円) 2,415,972 2,998,580 10,924,099

経常利益 (千円) 57,808 283,479 872,064

四半期(当期)純利益
又は親会社株主に帰属する
四半期純利益

(千円) 33,409 196,393 614,923

持分法を適用した場合の
投資利益

(千円) － － －

資本金 (千円) 380,485 380,485 380,485

発行済株式総数 (株) 7,112,400 7,112,400 7,112,400

純資産額 (千円) 1,687,113 2,408,756 2,269,257

総資産額 (千円) 4,102,735 4,237,860 4,335,995

１株当たり四半期(当期)純利益金額 (円) 4.70 27.61 86.46

潜在株式調整後
１株当たり四半期(当期)純利益金額

(円) － － －

１株当たり配当額 (円) － － 8

自己資本比率 (％) 41.1 56.8 52.3
 

(注) １．当社は、第63期第１四半期会計期間より非連結決算に移行したことに伴い、当第１四半期累計期間より四半

期連結財務諸表を作成しておりません。なお、前連結会計年度までは連結財務諸表を作成しているため、主

要な経営指標等の推移については、第62期第１四半期連結累計期間は四半期連結財務諸表について、第63期

第１四半期累計期間は四半期財務諸表について、第62期は財務諸表について記載しております。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため記載しておりません。

４．潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

 

２ 【事業の内容】

当第１四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。主要な関係会社にお

ける異動は、以下のとおりであります。

解散及び清算手続き中である海外子会社Lamon Bay Furniture Corp.の重要性が乏しくなったことから、連結の範

囲から除外し、第63期第１四半期会計期間より非連結決算に移行いたしました。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期累計期間及び本四半期報告書提出日（2021年６月14日）現在において、新たな事業等のリスクの発

生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

 
２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものです。

なお、当第１四半期累計期間より非連結決算に移行したことから、前年四半期累計期間との比較分析は行っており

ません。

 

(1) 業績の状況

当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の感染再拡大を受け未だ収束の見通し

が立たないなか、緊急事態宣言の再発出や外出自粛要請による個人消費の冷え込み、世界的な経済活動の停滞の影

響を受け、依然として先行きが不透明な状況が続いております。

インテリア・家具業界におきましては、昨年からの巣籠もり消費やテレワーク等の新しい生活様式の定着による

需要が増加しているものの、外出自粛による来店客数の減少、配送コストの上昇、木材の不足等に起因するメー

カーからの値上要請、小売業界の人材不足による人件費の増加等により引き続き厳しい競争環境が続いておりま

す。

一方、2019年の生活雑貨、家具、インテリアのBtoC-EC（消費者向け電子商取引）市場規模は、１兆7,428億円

（前年比8.4％増）に拡大、EC化率についても増加傾向にあり（出典：令和元年度電子商取引に関する市場調査　

2020年7月経済産業省）、今後についても商取引の電子化が進展することが見込まれております。

こうした環境の中で当社は、お客様と店舗スタッフの安全を第一に、３密防止の店舗衛生対策を徹底しながら店

舗運営を行いました。また、持続的に安定した成長の実現に向け、商品構成の充実と付加価値の高い商品を揃え、

他社との差別化を図ってまいりました。

その結果、売上高2,998,580千円、営業利益285,076千円、経常利益283,479千円、四半期純利益196,393千円とな

りました。

 
セグメントの業績は、次のとおりです。

① unico事業

当社の強みである実店舗（オフライン）とEC店舗（オンライン）との送客関係の更なる強化をシステム改修によ

り行いました。また、INSTA LIVEの配信動画をEC店舗に掲載することにより、お客様が商品に対する理解をより深

められるように努めました。

法人取引として、以前から「コーディネートサービス」「パートナーサービス」等に取り組んでおりましたが、

法人取引の強化としてホームページのリニューアルを行いました。

以上の結果、当第１四半期累計期間のセグメント売上高は2,980,692千円、セグメント利益292,572千円となりま

した。

 

② food事業

新型コロナウイルス感染症の影響により営業時間の短縮をしてきた一方で、お客様のニーズに合わせたお弁当販

売やテイクアウト、デリバリーによりお客様の獲得に努めてまいりました。

以上の結果、当第１四半期累計期間のセグメント売上高は17,888千円、セグメント損失7,495千円となりました。

 

(2) 財政状態の分析

 当第１四半期会計期間末における総資産の残高は、前事業年度末に比較して98,134千円減少し、4,237,860千円

となりました。その主な要因につきましては、以下のとおりになります。

流動資産の残高は、前事業年度末に比較して1,313千円減少し、3,032,987千円となりました。主な要因は、商品

の増加103,606千円等がありましたが、現金及び預金の減少117,517千円等があったことによるものであります。
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固定資産の残高は、前事業年度末に比較して96,821千円減少し、1,204,873千円となりました。主な要因は、繰延

税金資産の減少84,709千円等があったことによるものであります。

負債の残高は、前事業度末に比較して237,633千円減少し、1,829,104千円となりました。

主な要因は、前受金の増加78,748千円、賞与引当金の増加63,407千円等がありましたが、未払消費税等の減少

130,051千円、未払法人税等の減少128,926千円等があったことによるものであります。

純資産の残高は、前事業年度末に比較して139,498千円増加し、2,408,756千円となりました。主な要因は、四半

期純利益の計上による利益剰余金の増加196,393千円等がありましたが、剰余金の配当による利益剰余金の減少

56,894千円があったことによるものであります。

 
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

 
(4) 研究開発活動　

該当事項はありません。

 
３ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。　
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 19,200,000

計 19,200,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第１四半期会計期間末

現在発行数(株)
(2021年４月30日)

提出日現在発行数(株)
(2021年６月14日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品

取引業協会名
内容

普通株式 7,112,400 7,112,400
東京証券取引所
(市場第一部)

単元株式数100株

計 7,112,400 7,112,400 ― ―
 

（注）普通株式は完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 
② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2021年２月１日～
2021年４月30日

― 7,112,400 ― 380,485 ― 360,485
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(5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

(6) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日(2021年１月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。

① 【発行済株式】

   2021年４月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式(自己株式等) － － －

議決権制限株式(その他) － － －

完全議決権株式(自己株式等) 普通株式 500
 

－ －

完全議決権株式(その他) 普通株式 7,109,500
 

71,095
権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式であります。

単元未満株式 普通株式 2,400
 

－ －

発行済株式総数 7,112,400 － －

総株主の議決権 － 71,095 －
 

(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式35株が含まれております。

 
② 【自己株式等】

  2021年４月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
株式会社ミサワ

東京都渋谷区恵比寿四丁
目20番３号

500 － 500 0.01

計 － 500 － 500 0.01
 

 

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（2007年内閣府令第63

号）に基づいて作成しております。

なお、当社は当第１四半期会計期間より四半期財務諸表を作成しているため、四半期損益計算書に係る比較情報を

記載しておりません。

 
２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期会計期間(2021年２月１日から2021年４月

30日まで)及び第１四半期累計期間(2021年２月１日から2021年４月30日まで)に係る四半期財務諸表について、有限責

任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

 

３．四半期連結財務諸表について

解散及び清算手続き中である海外子会社Lamon Bay Furniture Corp.の重要性が乏しくなったことから、連結の範囲

から除外し、第63期第１四半期会計期間より四半期連結財務諸表を作成しておりません。

 

EDINET提出書類

株式会社ミサワ(E26095)

四半期報告書

 7/15



１ 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前事業年度

(2021年１月31日)
当第１四半期会計期間
(2021年４月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 1,085,658 968,141

  売掛金 645,262 651,194

  商品 1,149,939 1,253,545

  原材料及び貯蔵品 37,492 62,685

  その他 115,948 97,420

  流動資産合計 3,034,301 3,032,987

 固定資産   

  有形固定資産 224,903 228,772

  無形固定資産 152,252 140,177

  投資その他の資産   

   関係会社長期貸付金 407,623 -

   敷金及び保証金 531,132 527,233

   繰延税金資産 360,464 275,755

   その他 32,941 32,934

   貸倒引当金 △407,623 -

   投資その他の資産合計 924,538 835,922

  固定資産合計 1,301,694 1,204,873

 資産合計 4,335,995 4,237,860

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 372,493 401,065

  １年内返済予定の長期借入金 200,873 129,840

  未払法人税等 140,822 11,896

  前受金 450,794 529,543

  賞与引当金 55,170 118,578

  ポイント引当金 66,000 64,000

  その他 702,824 513,507

  流動負債合計 1,988,980 1,768,431

 固定負債   

  長期借入金 34,683 17,997

  退職給付引当金 27,037 27,376

  資産除去債務 14,877 14,886

  その他 1,159 412

  固定負債合計 77,757 60,673

 負債合計 2,066,737 1,829,104

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 380,485 380,485

  資本剰余金 360,485 360,485

  利益剰余金 1,528,537 1,668,036

  自己株式 △250 △250

  株主資本合計 2,269,257 2,408,756

 純資産合計 2,269,257 2,408,756

負債純資産合計 4,335,995 4,237,860
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(2) 【四半期損益計算書】

【第１四半期累計期間】

          (単位：千円)

          当第１四半期累計期間
(自 2021年２月１日
　至 2021年４月30日)

売上高 2,998,580

売上原価 1,115,468

売上総利益 1,883,112

販売費及び一般管理費 1,598,036

営業利益 285,076

営業外収益  

 受取利息 8

 運送事故受取保険金 399

 助成金収入 5,400

 その他 86

 営業外収益合計 5,895

営業外費用  

 支払利息 988

 為替差損 6,504

 営業外費用合計 7,492

経常利益 283,479

税引前四半期純利益 283,479

法人税、住民税及び事業税 2,376

法人税等調整額 84,709

法人税等合計 87,085

四半期純利益 196,393
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【注記事項】

（追加情報）

（新型コロナウイルス感染症拡大に伴う会計上の見積りについて）

前事業年度の有価証券報告書（追加情報）に記載した新型コロナウイルス感染症拡大の影響に関する仮定につ

いて重要な変更はありません。

 
（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期累計

期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。　

 
当第１四半期累計期間
(自 2021年２月１日
至 2021年４月30日)

減価償却費 36,787千円
 

 

（株主資本等関係）

当第１四半期累計期間（自　2021年２月１日　至　2021年４月30日）

　

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2021年４月28日
定時株主総会

普通株式 56,894 8.00 2021年１月31日 2021年４月30日 利益剰余金
 

　

２．基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間の末日後となるも

の

該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当第１四半期累計期間(自 2021年２月１日 至 2021年４月30日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

   (単位：千円)

 

報告セグメント

合計

unico事業 food事業

売上高    

 外部顧客への売上高 2,980,692 17,888 2,998,580

 セグメント間の内部売上高又は振替高 － － －

計 2,980,692 17,888 2,998,580

セグメント利益又は損失(△) 292,572 △7,495 285,076
 

(注) セグメント利益又は損失(△)は、四半期損益計算書の営業利益と一致しております。
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（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

 
当第１四半期累計期間
(自 2021年２月１日
至 2021年４月30日)

  １株当たり四半期純利益金額 27円61銭

  (算定上の基礎)  

   四半期純利益金額(千円) 196,393

   普通株主に帰属しない金額(千円) ―

   普通株式に係る四半期純利益金額(千円) 196,393

   普通株式の期中平均株式数(株) 7,111,865
 

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 
（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 
２ 【その他】

該当事項はありません。　
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
　

2021年６月14日

株式会社ミサワ

取締役会 御中

　

有限責任監査法人トーマツ

東　京　事　務　所
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 芝　　田　　雅　　也 印

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 村　　上　　　 淳 印

 

 
監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ミサワの

2021年2月1日から2022年1月31日までの第63期事業年度の第1四半期会計期間（2021年2月1日から2021年4月30日まで）及

び第1四半期累計期間（2021年2月1日から2021年4月30日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、

四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ミサワの2021年4月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する

第1四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。

 
監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」

に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監

査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断し

ている。

 
四半期財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表

を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適

正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切であ

るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関

する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 
四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半

期財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通

じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レ

ビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し

て実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

 
・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が

認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表において、我が国において一般に公正妥
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当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められない

かどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書

において四半期財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期財務諸表の注記事

項が適切でない場合は、四半期財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監

査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は

継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　四半期財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準

に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期財務諸表

の表示、構成及び内容、並びに四半期財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる

事項が認められないかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見

事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに

監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講

じている場合はその内容について報告を行う。

 
利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

 
　

 

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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